旭川市開村１２０年協賛事業実施要綱
１　趣旨

　　　旭川市開村１２０年記念事業実行委員会(以下「実行委員会という。)は，平成２２年が旭川市開村１２０年を迎える年であることを広く市民及び市外に知らせ，記念事業へ向けた気運を醸成するため，開村１２０年記念の趣旨に賛同し，その目的に沿って実施する各種事業を協賛事業とする。
２　対象期間等

　　　平成２２年１月から１２月までの間に，市内及び近郊で開催される事業とする。

３　協賛事業の主な条件

　　　開村１２０年協賛事業の条件は，次のとおりとする。
　　(１)主催者は次の各号のいずれかに該当するものとする。

　　　ア 国・道及び市町村

　　　イ 企業

　　　ウ 団体
　　　エ 学校

　　　オ 公益法人(宗教法人を除く。)

　　　カ 新聞，ラジオ，テレビ等の報道機関

　　　キ その他，上記各号に準じ，実行委員会が認めるもの

　　(２)事業内容は，開村１２０年記念の趣旨に賛同し，その目的に沿って実施する事業で，実行委員会が承認するものとする。ただし，次の各号は除く。

　　　ア 個別企業・団体の営業や利益を主目的とするもの。

　　　イ 政治的，宗教的な目的を有するもの。

　　　ウ 集団的，常習的に暴力的不法行為を行う恐れのある団体

　　　エ 公序良俗に反する恐れのあるもの

４　事業経費

　　　事業経費は，主催者の負担とする。

５　協賛事業の扱い

　　　協賛事業の広報・案内媒体等に所定の「２０１０ 旭川市開村１２０年」のロゴマークを使用または掲載するものとし，実行委員会が発行する広報媒体等に協賛事業として紹介する。
６　承認の取り消し

実行委員会の承認した事業が当初の趣旨に反するなど，実行委員会が協賛事業として承認することが不適当であると認めるに至ったときは，承認を取り消すことがある。
附　則

この要綱は，平成２２年４月９日から適用する。

